
庁舎整備事業について Ⅰ

①行政懇談会の開催

町民への周知・意見集約結果について

②全町民向け広報

• 全6地区で庁舎整備方針等を説明

• 各地区自治会長・区長・役員の方など、計168名の皆さま

がご出席

• ①CVY（動画・文字ニュース）、②町公式HP、

③町公式LINE、④YouTubeを活用した周知

• 上記に加え、パブリックコメント方式で町内12カ所に資料

等を設置し、意見募集を実施（～12/21(日)）

①行政懇談会まとめ

②HP等からの集約結果（11/27(木)時点）

町民から寄せられた声

• WEBフォームから6名の方からご意見あり

ご意見要旨

町の整備方針に賛成

各庁舎に必要な機能

早急な庁舎整備

費用抑制

デジタル化推進

 その他

• 「その他」のご意見は、「サーバー設置場所について」「現役

場庁舎の利活用」「上市まちづくり、地域の声を聞く場づく

り」に関するご意見

• 「早期の庁舎整備実現」「費用抑制」「将来世代への

負担軽減」「非常時の対応」「各拠点にほしい行政機

能」「現庁舎における職員・来庁者の安全面の不安」

などに関するお声をいただいた。

• その他、「現庁舎跡地活用」「奈良県との連携」について

などのご意見。

庁 舎 整 備 等 調 査 特 別 委 員 会
令 和 7 年 1 2 月 5 日 （ 金 ）
町長公室（庁舎・拠点整備推進室）
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町中央公民館棟・旧吉野北小学校への分散配置について

【庁舎移転整備を進めるうえでの基本的な考え方】
「整備の迅速化」・ 「災害拠点としての機能強化」・「持続可能なまちづくりを目指した行政サービス維持向上」・
「将来を見据えた財政負担の軽減」を柱として分散配置する方針である。

旧吉野北小学校
行政サービスが多い業務を集約
・戸籍・住民、医療・保険、税務、公営住宅等の業務（町民税務課）
・住民自治、地域交通対策等の業務（協働のまち推進課）
・商工業振興、文化財等の業務（産業観光課）
・教育長室
・子育て教育関連業務（教育総務課）
・社会教育関連業務（生涯学習課）

災害対策拠点となる業務等を集約
・危機管理室、デジタル推進室、財政、会計等の業務（総務課）
・道路、河川関連、農林振興、下水道等業務（暮らし環境整備課）

町中央公民館棟
総合窓口業務
・各種証明書発行業務、各業務における相談等の業務（町民税務課）
・公民館関連業務（生涯学習課）

まちづくり関連する業務等を集約
・町長室、副町長室
・政策に関連する業務（町長公室）
・関係人口、移住・定住等業務（協働のまち推進課）
・観光交流業務（産業観光課）

議会関係
・議会事務局、議員控室、本会議場、委員会室

【現在の庁舎（分庁舎）に残す業務】
長寿福祉課（健やか一番館） ・ 環境対策室（美吉野環境ステーション、吉野町クリーンセンター）
スポーツ振興室（吉野運動公園管理事務所、カヌー競技場管理事務所）
広報広聴室（コミュニティビジョン吉野） ・ 上水道推進室（飯貝庁舎：R7年4月より奈良県広域水道企業団へ移行済）

町中央公民館棟 （まちづくりを主眼においた庁舎機能）

・公民館と併設することに伴い、地域内外の人々が交流し、人と経済が循環する
まちの賑わい拠点「活力の拠点」となる。

・上市地区を起点として、関係人口や移住・定住者増加につながることを目指し、
吉野町全体の活性化に取り組む拠点となる。

・総合窓口業務を配置し、現庁舎からの利便性を確保。
・中央公民館大ホールは、避難所としての機能を維持継続。

旧吉野北小学校 （防災拠点としての庁舎中核機能）

・災害時等に支援機関（消防・警察等）が集結できる場所の確保。
・吉野運動公園と連携することにより、龍門地区が防災拠点となる。

（総合体育館「避難所」、陸上競技場「自衛隊活動拠点」等）
・危機管理室と道路・河川等業務担当課を同庁舎に配置し連携を向上。
・通常勤務の執務スペース以外に危機対応が可能なスペースが確保できる。
・電算室を配置し、災害時等においても最低限の業務を継続できる体制を構築。

庁 舎 整 備 等 調 査 特 別 委 員 会
令 和 7 年 1 2 月 5 日 （ 金 ）
町長公室（庁舎・拠点整備推進室）
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総合窓口イメージ

その場で対応
・住民票等
の証明書発行

・税金相談

その場で対応できない案件
場所（部屋）を移動して専門部署と
テレビ会議でつなぐ。必要書類は
その場でプリントアウト

【キーワード：住民の移動を最小に】

住民登録関係
保険関係・税金関係
教育委員会関係
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＜中央公民館棟１階＞ ＜旧吉野北小学校・吉野病院棟＞

福祉関係
健康関係
子育て関係



「吉野町庁舎整備基本計画策定業務」の進め方について

庁 舎 整 備 等 調 査 特 別 委 員 会
令 和 7 年 1 2 月 5 日 （ 金 ）
町長公室（庁舎・拠点整備推進室）

庁舎整備事業について Ⅱ

令和7年9月8日に公告しました標記業務について、

参加申込書提出事業者から、企画提案書について辞退届が提出

されましたので、本業務に係る公募型プロポーザルは不成立となり

ました。

不成立の要因分析

• コンサルティング業務と設計業務が混在 など

業務内容が決定するまでの期間が想定できず、

工期内の業務完了が困難。

行政懇談会等による意見集約を踏まえて、発注業務内容を見直す。

改 善 策

① 庁舎機能の検討

② 庁舎規模の検討

③ 配置計画

④ 構造・設備の計画

⑤ 町民意向の把握

⑥ 概算事業費の積算

⑦ スケジュール

⑧ 基本設計・実施設計に向けた仕様書作成

⑨ とりまとめ

【当初】 【見直し後】

① 庁舎機能の検討

② 庁舎規模の検討

③ 配置計画

④ 構造・設備の計画

⑤ 町民意向の把握

⑥ 概算事業費の積算

⑦ スケジュール

⑧ 基本設計・実施設計に向けた仕様書作成

⑨ とりまとめ
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庁舎整備事業について Ⅲ

今後のスケジュールについて(予定）

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

町
中
央
公
民
館
棟

旧
吉
野
北
小
学
校

現
庁
舎
解
体
関
連

庁舎整備発注

支援業務
基本・実施設計業務

業
者
選
定

業
者
選
定

R8.3~R8.10

業
者
選
定

改修工事

R9.1~R9.12 R10.3~R11.3

業
者
選
定

解体設計業務

公募型プロポーザル不成立に伴い、下記のとおり実施スケジュールを見直す。そのうえで今年度中に業者選定、庁舎整備発注支援業務

の契約締結を行うため、R7年度一般会計補正予算第3号21,250千円について、当該予算を減額補正したうえで債務負担行為として

本定例会最終日に補正予算案として上程したい。（減額補正額それに伴う債務負担行為額は予定額）

【当初計画】 業者選定：R7.9 基本計画策定業務：R7.11～R8.3

【見直し後】 業者選定：R8.1 庁舎整備発注支援業務：R8.3～R8.10

R7年度補正予算について

庁 舎 整 備 等 調 査 特 別 委 員 会
令 和 7 年 1 2 月 5 日 （ 金 ）
町長公室（庁舎・拠点整備推進室）
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